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（参考）エネルギーミックスの部⾨別の省エネ対策の進捗率
 2017年度の省エネ対策の全体の進捗率は21.3％、家庭部⾨の省エネ対策の進捗率は18.9％
に留まる。

出所）総合資源エネルギー調査会省エネルギー⼩委員会（2019年6⽉24⽇）「エネルギー消費の動向等について」より抜粋



（参考）家庭におけるエネルギー消費量の内訳
 家庭における世帯あたりの⽤途別エネルギー消費のうち、給湯は約２８%の割合を占める。

出所）「令和元年度エネルギーに関する年次報告」（エネルギー⽩書2020）より作成

世帯当たりの用途別エネルギー消費

（MJ/世帯）
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１．⽬標年度
 給湯の省エネを進めていく上では、⾼効率温⽔機器の導⼊・普及が必要。温⽔機器については、
従来型温⽔機器に代えてエネルギー消費効率に優れた潜熱回収型温⽔機器の出荷の拡⼤を
進めていくことが有効である。

 潜熱回収型温⽔機器の出荷の拡⼤を段階的に取り組むことを考慮し、ガス温⽔機器及び⽯油
温⽔機器の⽬標年度は2025年度とする。

ガス温⽔機器 ⽯油温⽔機器

出所）⽇本ガス⽯油機器⼯業会⾃主統計より作成

年度 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ガス温⽔機器 9.3% 11.7% 13.8% 17.6% 20.3% 23.6% 26.9% 27.9% 29.1% 30.3% 31.9%

⽯油温⽔機器 2.3% 4.4% 5.3% 6.3% 8.6% 10.3% 11.6% 13.5% 14.2% 13.1% 13.7%

表 潜熱回収型温⽔機器の出荷台数シェアの推移
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図 潜熱回収型温⽔機器の出荷台数及び出荷台数シェアの推移



（参考）基本的な考え⽅
 「特定機器に係る性能向上に関する製造事業者等の判断基準の策定・改定に関する基本的考
え⽅について」（第１０回総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会平成１９年６⽉
１９⽇改訂）の原則（以下「原則」という。）に基づき、⽬標年度を設定。

「特定機器に係る性能向上に関する製造事業者等の判断基準の策定・改定に関する基本的考え⽅について」

〜抜粋〜

原則８．目標年度は、特定機器の製品開発期間、将来技術進展の見通し等を勘案した上で、３～１０
年を目処に機器ごとに定める。

目標達成に必要な期間は、現行のエネルギー消費効率と目標基準値との関係、従来からのエネル
ギー消費効率の改善の程度により異なると考えられるが、目標年度の設定に当たっては目標達成に
必要となる当該特定機器の製品開発期間、設備投資期間、将来の技術進展の見通し等を勘案した上
で、適切なリードタイムを設けることが適当であると考えられることから、３～１０年を目安とし
て設定することが適当である。

なお、特定機器ごとに現行のエネルギー消費効率と目標基準値との関係、従来からのエネルギー
消費効率の改善の程度、製品開発期間、設備投資期間、将来の技術進展の見通し等が異なることか
ら、目標年度は特定機器ごとに異なったものとすることが適当である。
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（参考）建築物省エネ法 -現⾏制度と改正後の⽐較-
 住宅・建築物の省エネ強化のため、2019年5⽉に建築物省エネ法の改正が⾏われた。
 住宅については、⼩規模住宅に対する省エネ基準適合の努⼒義務、建築⼠から建築主への説
明義務、住宅トップランナー制度の対象拡⼤等の措置が講じられることとなる。

出所）国⼟交通省 改正建築物省エネ法の 各措置の内容とポイント
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（参考）建築物省エネ法 -住宅トップランナー基準-
 住宅トップランナー基準は、⼀次エネルギー消費量基準と外⽪基準から成る。
 給湯を含む⼀次エネルギー消費性能は、平成28年度⼀次エネルギー消費量基準に対して建売
⼾建住宅では15%削減（2020年度⽬標）、注⽂⼾建住宅では25%削減（2024年度⽬
標）、賃貸アパートでは10%削減（2024年度⽬標）と定められている。

出所）国⼟交通省 改正建築物省エネ法の 各措置の内容とポイント
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